
                                                           
 

  資 料 提 供 

令和６年５月１０日 

担 当 課 観光振興課 

担 当 者 浜端、太田 

電 話 番 号 073-441-2424 

※西牟婁・東牟婁 同時資料提供  

『富士古河 E＆C 株式会社』が道普請を実施します！！ 
   

 
県では、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全と活用を図るため、企業、団体、来

訪者等の皆さまによる「１０万人の参詣道環境保全活動」を実施しています。   

この度、本活動の趣旨にご賛同された『富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社』に、下記のとおり、熊

野古道中辺路において道普請を実施していただくことになりました。 

記 

１．日  時 令和６年５月１５日（水）１０：００～１１：１０ 

１６日（木）０９：４０～１５：００ 

※天候により、中止となる可能性があります。 

２．場  所 熊野古道中辺路 道標７０番周辺 

３．参加人数 ３５名（予定） 

４．内  容 和歌山県世界遺産センターによる指導のもと道普請を行います。 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

   

★☆『富士古河 E＆C株式会社』による CSR活動☆★ 
◆基本理念である「お客様の満足を通じて社会に貢献する」に基づき、地球社会の良き 

企業市民として、地域、お客様、パートナーとの信頼関係を深め、誠実にその使命を果たし、 

持続可能な社会の実現に向けて高い社会良識をもって取り組まれております。 

◆平成２９年から実施し、本年で６回目となります。 

◆道普請の他にも、地域清掃活動の参加など、様々な社会貢献活動を行っております。 

 

「１０万人の参詣道環境保全活動」の３つの効果 

 世界遺産の保全・・道普請活動により、世界遺産の道を後世に良好なままで伝えることができます！！ 

 誘客及びリピーターの獲得・・何ものにも代え難い達成感が得られ、“熊野古道ファン”が増えます！！ 

 企業の広報展開・・ＣＳＲレポートや企業の広報ツールにより、国内外に熊野古道の魅力を発信！！ 

※平成２１年度から企業・学校等１７０団体、累計３万７千人以上の方に参加いただいております。 
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